
 

★介護保険法第 116 条 基本指針 

 厚生労働大臣は「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律 64

号）」に基づき、関係者の意見を反映した上で、「地域における医療及び介護を総合的に確保するため

の基本的な方針（総合確保方針）」を定めます。国はまた、総合確保方針に即して「介護保険事業に

係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（基本指針）」を定めます。 

 

★介護保険法第 117 条 市町村介護保険事業計画 

 市町村は基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の

円滑な実施に関する計画（市町村介護保険事業計画）を定めます。 

 

【第 10 期計画策定のスケジュール（予定）】 

年月 市町村（幕別町） 都道府県（北海道） 国 

令和８年 

２月 

３月 

 

 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

 

 

 

９月 

10 月 

 

 

 

11 月 

12 月 

令和９年 

 １月 

 ２月 

 

 

 

・①介護保険運営協議会 

 

 

 

・実態調査等実施 

 

 

 

・②介護保険運営協議会 

 ※第９期計画の進捗報

告、第 10 期計画各種調

査実施状況等 

 

・③介護保険運営協議会 

 ※サービス見込量・保

険料の仮設定（北海道

との調整） 

 

・④介護保険運営協議会 

 

 

・⑤介護保険運営協議会 

・ハブリックコメント 

・答申 

 

 

・連絡会議で市町村へ情

報提供 

 

・連絡会議で市町村へ情

報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※サービス見込量の仮

設定（国との調整・市町

村との広域調整） 

 

 

・課長会議（第 10期計画

に関する基本的な考え方

を提示） 

 

 

 

・課長会議（基本指針案の

提示） 

 

 

 

 

 

 ※サービス見込量 

（北海道との調整） 

 

 

 

資料２ 



 

 ★人口推移 

 

 ★認定者数 

 

 ★第９期の管内市町村保険料と所得段階         ★幕別町のこれまでの介護保険料 

 

 

事業計画 実績 計画比 事業計画 R8.1時点 計画比

第一号被保険者数 8,803 8,958 8,792 △ 166 9,044 8,796 △ 248

65～74歳 3,914 4,017 3,721 △ 296 3,989 3,602 △ 387

75歳以上 4,889 4,941 5,071 130 5,055 5,194 139

25,418 25,042 25,079 37 24,779 24,990 211

8,814 8,958 8,800 △ 158 9,044 8,796 △ 248

34.68% 35.77% 35.09% △ 0.68 36.50% 35.20% △ 1.30

令和７年度

総人口

65歳以上人口

高齢化率

令和６年度
令和５年度区分

第１号 第２号 計 構成比 計画 第１号 第２号 計 構成比 計画 第１号 第２号 計 構成比

要支援１ 304 5 309 17.81% 325 304 5 309 17.76% 331 354 8 362 20.53%

要支援２ 233 9 242 13.95% 247 254 6 260 14.94% 254 267 7 274 15.54%

要介護１ 366 3 369 21.27% 370 373 2 375 21.55% 372 350 3 353 20.02%

要介護２ 301 8 309 17.81% 319 285 5 290 16.67% 330 270 9 279 15.83%

要介護３ 199 5 204 11.76% 206 202 5 207 11.90% 210 200 5 205 11.63%

要介護４ 156 1 157 9.05% 181 168 2 170 9.77% 185 159 4 163 9.25%

要介護５ 138 7 145 8.36% 141 125 4 129 7.41% 145 122 5 127 7.20%

合計 1,697 38 1,735 100.00% 1,789 1,711 29 1,740 100.00% 1,827 1,722 41 1,763 100.00%

認定率 19.27% 19.46% 19.58%

令和５年
区分

令和６年 令和７年（R8.1末時点）

市町村名 基準額 年額 所得段階 

幕別町 5,683 68,200 13 

帯広市 6,270 75,240 17 

音更町 5,700 68,400 15 

芽室町 6,300 75,600 14 

池田町 5,202 62,424 13 

豊頃町 4,815 57,780 13 

浦幌町 5,400 64,800 13 

清水町 5,900 70,800 13 

新得町 6,200 74,400 13 

鹿追町 6,400 76,800 14 

士幌町 5,800 69,600 13 

上士幌町 6,000 72,000 13 

更別村 6,100 73,200 13 

中札内村 5,800 69,600 13 

大樹町 5,800 69,600 13 

広尾町 4,400 52,800 13 

足寄町 5,750 69,000 13 

本別町 6,280 75,360 13 

陸別町 6,280 75,360 13 

区分 幕別町 忠類村 

第１期 3,033 2,926 

第２期 2,950 2,934 

第３期 3,350  

第４期 3,850  

第５期 4,950  

第６期 5,150  

第７期 5,400  

第８期 5,700  

第９期 5,683  

＜参考＞ 


